平成２４年度　第１回　長南町地域公共交通活性化協議会議事録
平成２４年６月１５日(金)開催
（１３時２５分　開会）
小澤政策係
会議に入る前に岩瀬委員、梅田委員につきましては、欠席のご連絡を頂いておりますので、ご報告いたします。
また、国交省池田委員につきましては、代理で池田絵里子様が出席されています。小湊鉄道（株）久我委員につきましては、代理で平野孝之様が出席されています。
それでは定刻でございますので、ただ今より、平成２４年度第１回長南町地域公共交通活性化協議会を始めさせていただきます。本日は公私とも大変お忙しいところ、お集まりいただき誠にありがとうございます。
始めに、４月の人事異動等により５名の委員さんがかわられましたので、お名前を御紹介させていただきます。長生土木事務所管理用地課長・吉野哲朗様、町区長会長・渡邉隆夫様、町商工会長・中橋一夫様、本日は代理で板倉正勝様です。町校長会長・横山統一郎様、そして、町住民課長・野口委員です。また、委嘱状は、机の上にお届けしてありますので、ご確認願います。任期につきましては、前任者の残任期間ということで、平成２５年３月３１日までとなります。
それでは、はじめに会長よりご挨拶を申し上げます。
葛岡会長
　みなさんこんにちは。本日は、委員の皆さん大変お忙しい中をご出席を賜りましてありがとうございます。梅雨に入りまして、うっとうしい日がつづいており、また、今年は雨が多いということでございますが、いい天候になってもらいたいと思っております。
　さて、新年度になりまして第１回ということで、５名の方々の委員さんが変わられた訳ですが、新しく委員になられた方々におかれましては、宜しくお願い致します。昨年度におきましては、６月から長南町地域公共交通活性化協議会を立ち上げまして、７回にわたり協議を重ねてまいりました。その中で、３月には地域公共交通総合連携計画の承認を頂いたところでございます。たいへん委員の皆様方には御苦労をおかけいたしました。誠にありがとうございました。現在のところ、新たな試みとして予約制乗合タクシーの実証実験並びに巡回バスの一台での運行を行っているところでございます。予約制乗合タクシーにおきましては、１月から開始をしていますが、利用者も月を重ねるごとに多くなってきている状況であります。会議の中でも利用状況について説明をしたいと考えております。また、新たに委員となられた方においては、昨年の状況等も分からない点があることと思いますが、随時ご質問等いただいて、ご説明をさせていただきたいと考えております。宜しくお願い致します。
　本日の議題につきましては、一つは予約制乗合タクシーにおけるペア割制度について説明をさせていただきたいと思います。また、地域公共交通確保維持改善事業について、国に申請手続きをする関係もありますので、ご協議を頂きたいと考えております。
　大変お忙しい中委員さん方にはご出席をいただいております。協議事項について慎重なる審議を頂きたいと思います。よろしくお願いいたします。
小澤政策係
それでは、早速会議のほうに入らせていただきます。議事の進行につきましては、長南町地域公共交通活性化協議会設置要綱第７条第４項の規定により、会長に議長をお願いいたします。
葛岡会長
これより議長を務めさせていただきます。皆様方のご協力をいただく中でスムーズに会議を進めさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
本日の協議会ですが、長南町地域公共交通活性化協議会設置要綱第７条の規定により、出席者が委員の過半数に達していることから、会議が成立していることをまずご報告させていただきます。出席者におきましては、座席表のとおりでございます。それでは早速会議に入らせていただきます。議題（１）「予約制乗合タクシーのペア割制度について」事務局より説明をお願いいたします。
唐鎌政策室長
　・資料１に基づいて説明。
　　条件：①一つの申し込みで複数人の利用者があること。
　　　　　②乗車場所かあるいは降車場所のどちらかが一緒であること。
　　乗合タクシーはそもそも乗合になることによって低料金で運行することを目的としていますが、乗合の比率が低いことから、乗合利用促進を図るため、ペア割制度の提案をいたします。
葛岡会長
　説明が終わりましたが、質問・御意見等ございますか？
二羽委員
　利用者登録の推移はどうなっていますか？
唐鎌政策室長
　登録者数は、６月１日現在３４８名で、まだ増え続けています。
　５か月の間で、一回でも利用した方は１７２名で、登録者の中の半分の方は、一回以上利用された状況となっています。
池田（満）委員
　利用者が２名以上いる場合は、それぞれが事前登録をしていなくてはいけないのか？
唐鎌政策室長
　そうです。
池田（満）委員
　まだ、乗合タクシーの制度を知らない方ももっといると思うが、運行している事業者が適切な表示がされているか伺いたい。
唐鎌政策室長
　５月には、２社で３９８回の利用がされました。２社には、車両に貼るマグネットを渡し、デマンドの表示をして運行していただくようにお願いしてあります。また、マグネットを貼って運行することにより更に住民アピールにつながると考えているので、運行事業者には徹底してお願いしたいと考えております。
葛岡会長
　他にはいかがですか？
国土交通省池田委員代理
　ペア割制度を取り入れて、乗合率を上げることは良いことだと思う。事前に相談もされており、また、料金の額についても３００円の案であり、特に問題はないと思う。
社団法人バス協会花﨑委員
　この制度は、本格運行においても取り入れていくのか？また、利用者の目標人数は？
唐鎌政策室長
　本格運行でも取り入れていく予定です。利用者の目標人数については、次の議題２で説明いたしますが、２５００人以上の目標としております。
葛岡会長
　他にはいかがですか？それでは、他にご質問・御意見等ないようですので、この件につきましては、ご承認いただけますでしょうか？挙手によって賛否をお願いします。
委員全員
　挙手により賛同。
葛岡会長
　このペア割制度については、委員全員のご承認がいただけました。次に議題２の地域公共交通確保維持改善事業について説明を事務局お願いします。
小澤政策係
　資料２－１に基づいて説明。
　【事業活用の目的】
この事業は、平成２３年度より創設された国の補助制度であります。長南町は平成２３年度に「長南町地域公共交通総合連携計画」を策定しました。その中で、新たな公共交通システム（デマンド乗合タクシー）の導入を位置づけ、実証実験を行ってまいりました。今後は、国の補助制度であるこの「地域公共交通確保維持改善事業」を活用し、町の財政負担を減らし、公共交通の維持・拡充を図っていくことを目的とします。
　１．地域公共交通確保維持改善事業の概要
　生活交通ネットワーク計画は、長南町地域公共交通総合連携計画の中からデマンド乗合タクシーに関する部分を抜粋して作成するものであります。
　２．長南町の生活交通ネットワーク計画の概要
　　目的・必要性について説明
　　定量的な目標について説明
　　事業の効果について説明
　　運行を確保・維持する運行系統及び運行予定者について説明
　　平成２４年度分（Ｈ２４．１０．１～Ｈ２５．９．３０）の計画について説明
　
　資料の２－２に基づいて説明
　生活交通ネットワーク計画となっていて、長南町地域公共交通総合連携計画の中からデマンド乗合タクシーに関する部分を抜粋して作成する計画となっております。
　新たに、計画を策定するものではございませんので、ご理解ください。
　この、資料２－２については、国に提出する認定申請書となります。内容については、細かい補助金の算出過程等が記載されておりますので、後ほどご覧ください。
　説明について、以上で終わります。
葛岡会長
　それでは、説明が終わりましたが質問・意見等伺います。御意見がある方は挙手をお願いいたします。
小澤政策係
　ひとつ説明を付け加えさせていただきます。資料２－２の１３番協議会メンバーの構成員をご覧ください。千葉県総合企画部交通計画課が入っております。「長南町地域公共交通総合連携計画」の策定においては、法定協議会ということで、法に基づきメンバー構成を行ったところでありますが、今回の「地域公共交通確保維持改善事業」におきましては、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱に基づいて関係する都道府県もメンバーに入れて頂きたいとのことであり、本日の会議には間に合わなかったのですが今後お願いしてまいる考えでおります。
　また、本日、皆様の御賛同が得られましたら、千葉県総合企画部交通計画課にもご説明し、御賛同いただく中で計画書の申請を行ってまいりたいと考えております。
鈴木委員
　補助金制度の内容についてと交通事業者が補助金申請を行うことから、補助金が事業者へ入る形となるのかどうか、また、町は赤字補てんの方式により事業者へ費用を支出することから、その兼ね合いはどうなのか質問します。
小澤政策係
　まず、補助の内容について説明いたします。補助対象期間のＨ２４．１０．１からＨ２５．９．３０までにかかった費用から収入を差し引いた額のおおよそ１／２程度が国の補助金対象となります。
　補助金事業者へ支払われる件と赤字補てんとの兼ね合いについては、関連がありますので、まとめてご回答いたします。
　町は、赤字補てん部分の金額をいったん毎月事業者へ支払いをし、事業者に運行をお願いいたします。補助対象額と予想される金額は、この赤字補てん部分のおおよそ１／２の金額なので、事業者へ支払われた国の補助金は、後ほど町に返還していただく形となります。
小湊鉄道委員代理平野氏
　本運行も６５歳以上の方の利用ですか？
唐鎌政策室長
　そうです。実証実験の結果をみても、７０歳以上が圧倒的に多い状況です。
国土交通省池田委員代理
　今後の検討としていただければと思いますが、既存のバス路線とデマンドを乗り継いで、うまく連携すれば相乗効果が期待できると思います。たとえば路線バスとデマンドを乗り継いだ場合の割引制度などもあってもよいのかと思いますので、今後の検討として下さい。
葛岡会長
　他に御意見等ございますか？
委員
意見・質問　特になし
葛岡会長
それでは、他にご質問・御意見等ないようですので、この件につきましては、ご承認いただけますでしょうか？挙手によって賛否をお願いします。
　
委員全員
　挙手により賛同。
葛岡会長
　議題２については、委員全員のご承認がいただけました。次に議題３の実証実験利用者数の状況について説明を事務局お願いします。
唐鎌政策室長
　資料３に基づいて説明
　予約制乗合タクシーの利用状況について説明（３月から５月分）
　巡回バスの利用者数について説明（３月から５月分）
葛岡会長
　それでは、説明が終わりましたが質問・意見等伺います。御意見がある方は挙手をお願いいたします。
二羽委員
　デマンド乗合タクシーの乗り継ぎ状況で、５月は４８回であるが、これは、バス停までの行きに利用したものなのか、または、バス停からの帰りに利用したものなのか？バス停の待合場所がないためにバス停での乗り継ぎは利用者が多くならないのではないか？
唐鎌政策室長
　行きに利用したか、帰りに利用したかは、データを調べれば分かりますが、今はそこまで調べていません。西地区の方々は、比較的小湊バスの長南車庫のバス停にて乗り継がれております。東地区の方々は、給田付近のバス停で乗り継ぎができます。だが雨よけ等のないバス停が多く、待合場所もない場合が多いので、そのようなことから利用が少ないのではないかと考えられます。
金坂副会長
　巡回バスの給田付近のバス停を給田交差点のすぐそばにできれば、茂原方面や睦沢方面又長南方面や大多喜方面と多方面にアクセスできるので、移動できるか？
唐鎌政策室長
　小湊鉄道さんもＨＭＣ東京さんも給田付近にはバス停がございますが、給田交差点改良工事が完成した時には、バス停を交差点の近くに移動させることは考えていますか？
小湊鉄道（株）委員代理平野氏
　交差点のすぐ傍は難しいと思います。検討はいたします。
吉野委員
　給田交差点改良工事については、現在用地交渉中であります。あと、３年ほどかかる見込みです。
二羽委員
　巡回バスを２台から１台にしたことにより、デマンド乗合タクシーは６５歳以上が利用できるが、デマンド乗合タクシーは利用できない。でもバスは本数が減って不便になったという利用者が何人ぐらいいるか調査してみるのは如何か？
唐鎌政策室長
　巡回バスが２台から１台になり、予約制乗合タクシーが始まったが、これには年齢条件があり、以前は巡回バスを利用していたが、予約制乗合タクシーを利用できない人もいます。そういった面で、不便を感じている利用者は、さほど多くはないと思うが、その方々への対応策については、状況をみる中で、今後の検討とさせていただきたい。
葛岡会長
　他にご質問等はございませんか？それでは、この議題３については、議決・承認事項ではありませんので、特にもう御意見等なければ終了させていただきます。これで、議長の役を終わらせていただきます。ご協力ありがとうございました。
小澤政策係
　どうもありがとうございました。以上をもちまして、本日の議題の方はすべて終了いたしました。
　本日ご承認いただきました「地域公共交通確保維持改善事業」の生活交通ネットワーク計画について、今後、国に提出させていただき、補助対象事業として採択していただけるよう進めてまいりたいと考えております。
　また、本格運行の開始につきましては、運行予定事業者との関係もある訳ですが、国庫補助事業の開始時期との関係もありますので、それらを考慮した中で進めてまいりたいと考えております。
　本日は、大変お忙しい中をご出席いただき又ご承認をいただきありがとうございました。
　以上で、閉会とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。
１４時４０分　　終　了
